
 

栃木県職員の給与のあらましを県民の皆さまにお知らせします。 

 

 栃木県職員の給与は、県内民間企業の給与の実態や生計費、物価などの調査に基づいて栃木県人事委員会が行う 

給与勧告や、国・他の地方公共団体との均衡を考慮し、県議会の審議を経て、条例で定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※諸手当は期末・勤勉手当、退職手当、寒冷地手当を除きます。（R７.4.1 現在） 

 

 

（R7.4.1 現在） 

 
 

 

 

 

363,339 

374,557 

350,172 

328,433 

45,413 

54,692 

112,232 

74,286 

小中学校教育職

（平均42.3歳）

高等学校教育職

（平均45.4歳）

警察職

（平均39.6歳）

一般行政職

（平均42.3歳）

平均給料月額

諸手当

415,169 

357,206 

428,121 

442,738 

426,829 

407,189 

398,175 

342,356 

412,784 

427,214 

410,580 

389,222 

355,455 

310,250 

395,654 

399,550 

393,077 

366,428 

317,397 

290,635 

371,557 

369,930 

342,686 

318,723 

291,132 

253,340 

340,165 

337,719 

304,808 

285,253 

265,094 

225,823 

301,420 

302,222 

287,211 

253,960 

230,400 

194,500 

252,000 

252,000 

257,900 

225,600 

警察職

一般行政職

小中学校

教育職

高等学校

教育職

警察職

一般行政職

初任給

5年後

10年後

15年後

20年後

25年後

30年後

栃木県職員の給与

408,752

0 

429,249 

 

 

462,404 

 

402,719 

624 

単位：円 

単位：円 

*人件費には給与費のほか、 
共済組合負担金などが含ま 
れています。 

給与費総額 

1,644 億 5,918 万円 
一人当たり給与費 677 万円 

平均給与月額（給料月額（基本給）＋諸手当）、平均年齢の状況（令和７年度） 

 

経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年度） 

 歳出額 

9,017 億 6,553 万円 

 

人件費 2４.６％ 
2,214 億 8,420 万円 

給料 

1,021 億 4,160 万円 

職員手当（退職手当を除く） 
191 億 2,771 万円 

 

期末・勤勉手当 
431 億 8,987 万円 

 

高
校
卒 

大 

学 

卒 

人件費の状況(令和６年度普通会計決算） 職員給与費の状況(令和６年度普通会計決算) 

 



 

 

 

 

職員には、次のような手当が支給されています。 

（令和８年 4 月１日現在） 

期末勤勉手当 

（R８年度支給割合） 

区分 ６月期 12 月期 計 

期末手当 1.2625 月分 1.2625 月分 2.525 月分 

勤勉手当 1.0625 月分 1.0625 月分 2.125 月分 

退職手当 

（R６年度の実績） 

支
給
率 

退職事由 勤続 20 年 勤続 35 年 最高限度額 平均支給額(一般、教育、警察)  

自己都合 19.6695 月分  39.7575 月分  47.709 月分  1,548 千円  

応募認定・定年 24.586875 月分  47.709 月分  47.709 月分  22,201 千円  

応募認定退職者に対する加算措置（２～45％） 

地域手当 

民間賃金の水準を基礎とし、物価等を考慮して以下の地域で勤務する職員に対し、給料月額等に対する

所定の割合で支給される手当です。  

支給率 

栃木県 

 

４％ 

東京都 

特別区 

20％ 

神奈川県 

横浜市 

16％ 

大阪府 

大阪市 

16% 

埼玉県 

さいたま市 

13％ 

千葉県 

千葉市 

13％ 

広島県 

広島市 

８％ 

宮城県 

仙台市 

８％ 

医師又は 

歯科医師 

16％ 

特殊勤務手当 

危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な業務等に従事する職員に対して支給される手

当です。 

【特殊な業務の例】放射線取扱業務、特殊現場作業、銃器等を所持する犯人の逮捕業務（警察官） 

超過勤務手当 
正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した時間数に応じて支給される手当で

す。 

扶養手当 

 

 

 

 

 

 

扶養親族 金 額 

子（１人当たり） 13,000 円 

 

父母等 

行７級以下 6,500 円 

行 8 級 3,500 円 

行９級 なし 

住居手当 借家・借間 家賃に応じて月額最高 2８,000 円 

通勤手当 

公共交通機関利用者 
○定期券・回数券代相当額 

○新幹線等利用の場合、一定の条件を満たせば、特別料金等相当額 

自家用車等使用者 

○通勤距離に応じて月額 2,000 円～81,890 円 

○公共交通機関との併用者で有料駐車場利用の場合、利用料金の２分の１の額

（月額最高 四輪自動車：3,000 円、四輪以外：500 円） 

単身赴任手当 
異動に伴い、同居していた配偶者と別居することとなった職員に対し、単身赴任の距離に応じて 30,000

円～100,000 円 

 

 

（令和８年 4 月１日現在）    

給 料 月 額 期末手当（R８年度支給割合） 

知 事 
1,370,000 円 

（1,233,000 円） 

議 長 1,060,000 円 

6 月期 

12 月期 

   計 

1.75 月分 

1.75 月分 

3.50 月分 

副議長 960,000 円 

副知事 
1,080,000 円 

（1,004,400 円） 
議 員 890,000 円 

※上記給料月額は、令和８年 4 月１日現在、( )内の額に減額しています。 

諸手当の状況 

特別職の報酬等の状況 


